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報 告 記

はじめに1
　米国公認会計士協会（AICPA）主催
の「最近のSEC及びPCAOBの開発に
関するAICPAカンファレンス」が、2015
年12月 9日から11日までの 3日間にわた
り、ワシントンDCで開催された（ニュー
ヨーク及びサンフランシスコにも同時中
継）。
　本カンファレンスは、米国証券取引委
員会（SEC）、公開企業会計監視委員会
（PCAOB）、米国財務会計基準審議会
（FASB）、国 際 会 計 基 準 審 議 会
（IASB）、AICPA等の関係者が、会計
及び監査の現状や将来について、講演
やパネルディスカッションを行うもので、毎
年、1,500人程度が参加する大規模なカ
ンファレンスである。
　本稿では、本カンファレンスの主要なセッ

ションのうち、特に、会計基準に関連する
部分に焦点を当て、その概要を紹介す
る。
　なお、文中の記載は各人の私見であ
り、所属する団体・組織の正式な見解で
はないことを申し添える。

主要なセッションの概要2
＜2015年12月 9日（水）第 1日目＞
⑴　SEC議長Mary Jo White
氏の講演ⅰ

　White議長は、「高品質で信頼性の
ある財務報告の維持：共有すべき重い
責任」と題する基調講演を行い、高品質
な財務報告の維持のために、一連の財
務報告サプライ・チェーンの各関係者（作
成者、監査人、監査委員会、投資家、基
準設定主体、規制者等）が、それぞれ果
たすべき役割について述べた。また、財
務報告に係る内部統制、非GAAP指
標、米国国内企業におけるIFRSの使用、
開示の有効性の取組みなど、昨今の課
題にも触れた。
①　作成者の責任

　作成者は、高品質で信頼性のある財
務報告の根幹であり、収益認識や公正
価値による減損など、US�GAAPや
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IFRSの原則を満たすのに必要な、困難
かつ微妙な決定・判断を行う場合がある。
他の関係者は、できる限り作成者を支援
する必要がある。
（財務報告に係る内部統制）

・�　内部統制で不要な文書化や統制テ
ストの実施が要求されていることの有
無について、作成者、監査人、投資家、
PCAOBの間で議論が続いている。
内部統制の運用と評価に関する課題
には率直に取り組み、適切な範囲とな
るように対処する必要はあるが、内部
統制は、引き続き、信頼性のある財務
報告の強固な防波堤でなければならな
い。

（非GAAP指標）
・�　最近の関心の高い事項として非
GAAP指標の使用がある。非GAAP
指標は、発行者が投資家にとって有用
と考える情報を伝達する目的で容認さ
れている。現在、非GAAP指標は広
範囲に用いられ、混乱の原因となる場
合もあり、使用にあたっては注意深く検
討する必要がある。
②　監査人の責任

　監査人は、高品質な財務報告におけ
る重要な番人であり、問題を迅速に識別
し対応することで、株主保護に貢献して
いる。
・�　喜ばしいこととして、監査済み財務
諸表と独立監査人に対する投資家の
信頼の高まりが挙げられる。サーベン
ス・オックスリー法の適用以降、一般的
に、財務諸表の修正再表示の件数と
重大度は減少しているようにみえる。
これは、PCAOBによる個別の監査業
務や監査事務所の品質管理に対する
検査、また、監査基準の強化により、監
査品質が向上したことによるといえる。

・�　懸念すべきは、依然として、企業や
その監査人が、適切に証券取引法上

及び職業上の責任を果たしていない
事例がみられるということである。
③　監査委員会の責任

　監査委員会も、財務報告サプライ・
チェーンの重要な番人であり、昨今は、上
場規則やSEC規則における監査委員会
への要求の高まりがみられる。監査委員
会は、自らの重大な責任として、株主へ
報告する必要があり、SECはこの点を注
視している。
④　基準設定主体の責任

　良質な財務報告には、独立した基準
設定主体により確立された、強固な会計
基準が不可欠である。基準設定におい
ては、関連する見解すべてを得る必要が
あるが、究極的には、投資決定に有用な、
客観的で正確な信頼できる情報を提供
する必要がある。
（IFRSとのコンバージェンス）
・�　FASBは、2002年以降、IASBと共
同で、コンバージェンスされた会計基準
の開発に取り組んでいる。その主な例
に、収益認識、企業結合や公正価値
測定がある。昨今、FASB及びIASB

（以下「両審議会」という。）では、この
共同のプロジェクトが主要な議題では
なくなってきているが、引き続き、可能
な限り、単一の高品質で国際的に認め
られる会計基準への支援を協働すると
いう、コミットメントの維持を勧告する。

（米国国内発行企業によるIFRSの使用）
・�　SECは、2007年以降、外国登録企業
（FPI）に対して、IASBが公表する
IFRSに準拠して作成された財務諸表
を、US�GAAPへの調整表を要求する
ことなく、SECへの提出書類に含める
ことを容認している。

・�　現在、500社超の発行企業がIFRS
を使用してSECに報告しており、その
時価総額は数兆ドルにのぼる。SECス
タッフは、提出書類へのIFRSの適用

を、US�GAAPと同様に、モニター及
びレビューしている。

・�　2014年に開催された本カンファレン
スで、Schnurr主任会計士が、米国国
内発行企業に対して、IFRSに基づく情
報を、調整表なしでUS�GAAPに基づ
く財務諸表の補足資料として提供する
ことを容認する可能性について述べたⅱ。
この提案は次の段階へ進む可能性が
あり、現在、SECスタッフがSECでの
検討のための勧告を開発しており、
SECの委員全員とこれについて議論す
る予定である。
⑤　規制者の責任

　SECスタッフは、PCAOBや他の関係
者と共に、投資家の保護、市場での信頼
性の構築の確保に取り組んでいる。
Schnurr主任会計士が率いるSEC企業
財務部は、毎年、4,000社を超える登録
企業の財務報告をレビューし、コメントし
ている。SECの目的は、発行企業とその
監査人のコンプライアンスの水準を引き
上げることであり、そのためにあらゆる手
段を講じるつもりである。
（開示の有効性に関する取組み）

・�　企業側では、開示の有効性に対す
る機運が生じている。冗長な又は不必
要な情報を削除し、より明確で理解可
能な開示に取り組むなど、明らかな進
展がみられる。投資者が重要な論点
に着目するように、開示の量や複雑性
の減少が役立つ場合もあるが、さらな
る情報提供が役立つ場合もある。

⑵　SECスタッフの講演
① 　SEC主任会計士James Schnurr
氏の講演ⅲ

　Schnurr主任会計士は、先のWhite
議長の講演を受け、開示の有効性、監
査委員会の役割、高品質な監査基準の
重要性などをテーマに講演を行った。そ
の中で、会計基準に関して、以下のよう
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に述べた。
・�　両審議会の継続的な協働は、単一
の高品質な国際会計基準の目的を達
成する、唯一の現実的な方向である。
その良い例がコンバージェンスされた
新収益認識基準であり、財務報告の
改善を期待する。

・�　企業は、新収益認識基準のような、
原則主義に基づく会計基準への移行
により、現行の会計及び財務報告の能
力への影響を評価、また、継続的に再
評価する必要がある。
② 　SEC副主任会計士Julie A. Erhardt
氏の講演ⅳ

　Erhardt�副主任会計士は、米国にお
ける将来のIFRS適用の可能性、及び
IASBとの基準設定活動について述べ
た。
・�　IFRSの開発はグループ・プロジェク
トであり、IFRS基準の開発を支援する
関係者の意向の達成を基礎とするも
のである。米国はその参加者として、
このグループの将来の方向性を検討
する必要がある。

・�　米国は、長い歴史的経験だけでな
く、現時点での経験も有しており、財務
報告上の問題に関するリーダーであ
る。FASBによる会計基準アドバイザ
リー・フォーラム（ASAF）への参加や
SECによる証券監督者国際機構

（IOSCO）への参加などを通じて、こ
の米国のユニークな経験を活かしてい
る。
③　質疑応答

　Schnurr主任会計士やErhardt副主
任会計士らが質疑応答を行い、IFRSに
関して以下のように述べた。
・�　補足情報としてのIFRS財務諸表
は、投資家やアナリストからの要望であ
り、市場本位のアプローチによるもので
ある。非GAAP指標として任意開示

を認め、また、US�GAAPとの調整表
を要求しないことで、企業の負荷の軽
減を図っている。

・�　現在、IFRSを適用するFPIの企業
数は、いくつかのIFRS強制適用国の
企業数を上回っている。米国はIFRS
適用において少数派と思われるかもし
れないが、時価総額は大きく、我々の経
験を活かす必要がある。

＜2015年12月10日（木）第 2日目＞
⑶　FASB議長Russell Golden
氏の講演ⅴ

　Golden議長は、収益認識や開示フ
レームワークなど、FASBが現在取り組ん
でいるプロジェクトや、将来のアジェンダ
について講演を行った。また、前日の
SECのWhite議長とShnurr主任会計
士による講演で、基準設定主体としての
独立性の維持が喚起されたことを受け、
過去のストック・オプション会計に係る基
準設定では、その独立性が脆弱であった
ことに触れⅵ、独立性の確保とともに、す
べての利害関係者への説明責任の重要
性を述べた。
（収益認識）

・�　新収益認識基準は、公開企業には
2018年より発効し、非公開企業には
2019年より発効されるⅶ。FASBは、
新基準の公表後、IASBと共同の収益
認識に係る移行リソースグループ

（TRG）を創設し、新基準の適用上の
問題への対処に役立てている。FASB
はこれまで、適用上の問題に対処する
様々な方法を経験してきたが、この
IASBと共同のTRGは、最善の方法
であったと考える。このプロセスにより、
発効日前の時点で、作成者が基準の
解釈方法に同意しない部分が、一定の
範囲に限定されることを望んでいる。

・�　TRG会議で議論された論点の多く
は基準設定に至っていないが、そこで

の議論は利害関係者への教育に役立っ
ている。TRG会議の議事録で、様々な
論点の裏にある普遍的な思考過程を
知ることができる。また、適用上の質問
に関する約50のスタッフ・ペーパーは、
権威を有するものではないが、新基準
の適用方法に関する適切な実在例を
提供しているⅷ。

・�　新基準の改善のために公表した公
開草案と改訂基準は、投資家に提供
する情報の質に影響を及ぼすことなく、
多くのコストを節約することを意図した
ものである。追加のTRG会議の有無
や時期は、追加で提起された論点に基
づき、必要であれば開催する予定であ
るⅸ。

（開示フレームワーク）

・�　FASBは、2015年 9 月に、重要性に
関する2 つの公開草案を公表してい
る。1 つは、FASB概念書第 8 号「財
務報告に係る概念フレームワーク」を
修正する公開草案ⅹ（以下「修正案」
という。）で、他方は、会計基準更新書
（ASU）案「財務諸表に対する注記
（Topic235）：開示に重要性があるか
どうかの評価」ⅺ（以下「ASU案」とい
う。）であるⅻ。いずれも、重要性の定
義の変更を意図するものではない。

・�　修正案は、FASBの概念フレーム
ワークを、SECやPCAOBが用いる既
存の重要性の定義に適合させるもの
であり、FASBの基準設定プロセスの
一部である重要性の観察にのみ適用
されるもので、作成者や監査人に適用
されるものではない。

・�　ASU案では、重要性の概念は、定
量的及び定性的開示へ個別及び合算
して適用されるとしている。重要性は
法律上の概念であり、開示において重
要でない情報の省略は会計上の誤謬
ではないことを示唆することで、現在含
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まれている概念を明確にしている。
（リース）

・�　FASBは、2016年初めに、新リース
基準を公表する予定である。本基準
は、公開企業には2018年より、非公開
企業には2019年より発効され、すべて
の企業に早期適用が容認されるⅹⅲ。
FASBは、十数年前に本プロジェクトに
着手して以来、利害関係者から広範な
インプットを積極的に求めて受領してき
た。それを前提とすると、リースに係る
TRGを創設する計画はない。

・�　2013年 5 月公表の公開草案への
フィードバックでは、利害関係者の多く
が、貸借対照表上にリースを認識する
必要があると考えているが、オペレー
ティング・リースを損益計算書やキャッ
シュ・フロー計算書に反映する方法に
は同意しなかった。そのため、FASBは
再審議を行い、実質的な購入として会
計処理されるリースと、オペレーティン
グ・リースとして会計処理されるリース
の区分に関して、損益計算書上で既
存の基準を維持する決議を行った。こ
れにより、企業は、既存のシステムとプ
ロセスを利用し、コストの増大を軽減で
きると、FASBは考えている。

・�　また、FASBは、貸借対照表上の追
加の負債が、借入契約と会計上の判
断に与える影響に関する懸念を聞いた
ことから、この問題を理解するために、
広範囲な調査と貸手とのアウトリーチ
を実施した。借入契約に関する学術研
究により、強制的な会計処理の変更に
より生じる契約違反は、実務上、典型
的なものではないことが示された。

（将来のアジェンダ）

・�　FASBの諮問グループである財務
会計基準諮問会議（FASAC）が、
2014年春に利害関係者に対して行っ
た調査により、FASBの優先すべきプ

ロジェクトは、①財務業績報告、②キャッ
シュ・フロー分類の改善、③退職後給
付、④負債と持分、⑤無形資産とされ
た。また、セグメント報告は投資家では
第 1 位であったが、作成者では最下位
であった。

・�　調査結果は、FASBのディスカッショ
ン・ペーパーとして要約され、2016年
初めに公表されるⅹⅳ。利害関係者に、
FASBが識別した改善すべき分野、潜
在的な他の論点や基準設定上の解決
策、また、優先順位に関してコメントす
る機会を提供する。フィードバックは、
IASBの考えと一致するものがあるか、
また、IASBとコンバージェンスされた
解決策に対して作業を行う可能性があ
るかどうかを理解するために役立てら
れる。
⑷　IASB議長Hans Hooger-
vorst氏の講演ⅹⅴ

　Hoogervorst議長は、最近 1 年間の
活動（収益認識基準やリース基準）、アジ
アの進展（日本、インド、中国）、米国との
コンバージェンス、今後 1 年間のIASB
の取組みについて述べ、さらに、米国の
IFRSへの継続的関与に対する強い期待
を示した。
（米国のIFRSへの継続的関与）
・�　米国には、引き続きIASBと協働し、
様々な協議に応じることを求める。今
後数年間は、米国国内企業における
IFRSの使用に大きな進展の可能性は
ないと認識しているが、米国の実質的
な利害は残っている。IFRSは、米国に
おける投資家、多国籍企業、及び国際
会計事務所が負担する多大なコストを
取り除くものである。さらに米国は、グ
ローバル経済の強力なインフラに大き
な関心を寄せており、IFRSはそのイン
フラの重要な一部である。そのため、
今後、米国が継続してIFRSの構築に

関与し、IASBを支援することを奨励す
る。

・�　IASBの成功は、米国の成功であ
る。IASBの成功を拡大・結集するに
は、強力な米国のリーダーシップが必
要である。しかし現在、米国国外では、
米国にそのように強力なリーダーシップ
はないとみている。2010年の政策声
明以降、IFRSに関する正式な声明が
ないことをSECは認識している。これ
はIASBにとっても、米国にとっても健
全な状況ではない。米国がIFRSにお
ける意思決定の中心に戻ることを強く
望む。

＜2015年12月11日（金）第 3日目＞
⑸　新収益認識基準に関するパ
ネルディスカッション

　新収益認識基準に係るAICPAの業
種別タスク・フォースやTRGの関係者ら
が、業種別タスク・フォースの取組みや、
企業における新基準の適用状況などに
ついて、パネルディスカッションを行った。
（AICPAの収益認識に係る業種別タス
ク・フォース）

・�　適用上の論点に関して議論を行うた
め、A ICPAは1 6の業種別タスク・
フォースを設置し、およそ150の論点を
識別した。うち、9 の論点についてコメ
ント募集しているⅹⅵ。2015年11月には
一部の業種の会計ガイド（案）を公表
し、さらに他の業種も2016年に公表す
る予定である。会計ガイドの策定にあ
たっては、詳細な規定は定めず、新基
準の原則に基づき、どのように適用及
び判断するかに焦点を当てている。

（企業における新基準の適用状況）

・�　新基準の重要な目的及び便益とし
て、財務報告における整合性の確保が
あり、この取組みにより業種をまたいだ
会計情報の多様性の軽減が期待され
る。
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　適用にあたっては、さらなる適用延期
を望む声も聞かれるが、適用延期は 1
回のみでⅹⅶ、さらなる延期の可能性は
非常に低いと考えられる。また、FASB
は基準設定の際に常にコスト・ベネ
フィットを分析しており、適用延期はコス
トになると考えられる。適用準備の過
程で生じる基準の修正に戸惑う企業
がある一方、全く準備を始めていない
企業が大半というのが現状である。
⑹　新リース基準に関するパネ
ルディスカッション

　FASB等の関係者が、新リース基準の
概要とIFRSとの差異、作成者としての
見解などについて、パネルディスカッション
を行った。
（新リース基準の概要）

　リースに係る新基準として、FASBが
Topic842を、IASBがIFRS第16号を公
表する予定であるⅹⅷ。IFRS第16号では、
すべてのリースがファイナンス・リースと
同様に会計処理される一方、Topc842
では現行のキャピタル・リースとオペレー
ティング・リースの分類が維持される。い
ずれの基準も、短期リースへの免除規定
を有するが、低額資産への免除規定を
有するのはIFRS第16号のみである。
（作成者としての見解）

　適用準備にはいくつかの段階があり、
最初に、リースの母集団とシステムの理
解、次に、基準の分析、最終的な結論の
決定、最後に、計画、リソース確保、コミュ
ニケーションがある。最初の情報収集で、
不動産契約やサービス契約、買掛金やオ
フライン・システムの情報も検証する必要
がある。実務上の検討では、作業を過小
評価しないこと、また、契約の条件に変更
がなくても再度検討することに留意が必
要である。

おわりに3
　SECのWhite議長からは、米国国内
企業のIFRS適用に関する重大な方針は
示されなかったものの、引き続き、IFRS
への強い関心が示されたため、今後の進
展を期待したい。
　米国企業にとって、新収益認識基準の
適用は、既存の業種別細則からの移行
であり、パネルディスカッション中に行われ
た、カンファレンス参加者へのアンケート
結果からは、適用準備が進んでいない企
業が少なくない印象を受けた。今後も引
き続き、関係者による対応が求められる
と予想される。
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る事業年度から適用される。すべての
企業に2016年12月15日後開始する事
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サイト　http：//www.fasb.org/jsp/
FASB/Page/SectionPage&cid＝
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